


記 

 

以下に掲げる法令に基づく行政手続については、当面の間、許認可の申請や

届出等の諸手続の代表者等の押印がない場合も受け付けて差し支えないこと

とする。この際、押印が無い理由を様式備考欄への記載又は理由書の提出等に

よって求めるとともに、平常の社会活動に戻った場合には、代表者等の印が押

印された申請書や届出等への差替えを求める等、必要な対応を行うこととする。 

 

（１）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35 年法律第 145 号） 

（２）薬剤師法（昭和 35 年法律第 146 号） 

（３）大麻取締法（昭和 23 年法律第 124 号） 

（４）毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号） 

（５）覚醒剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号） 

（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号） 

（７）あへん法（昭和 29 年法律第 71 号） 

（８）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和 31 年法律第 160

号） 

（９）遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律（平成 15 年法律第 97 号） 

 

以上 


